
 

監査公表第１５号 

 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき実施した、議会事務局、総務部［総務

課（情報公開室）、財政課、税務課、債権管理課、契約管理課（工事検査室）、情報管

理課（ＩＴ推進室）］、会計課及び監査委員事務局に係る定期監査の結果を同条第９項

の規定により、別紙のとおり公表する。 

 

 

平成２７年 １ 月２８日 

 

 

敦賀市監査委員 安 久   彰 

同    橋 本 幸 夫 

同    堂 前 一 幸 

 



議会事務局、総務部、会計課及び監査委員事務局に係る定期監査結果報告 

 

１ 監査の実施日 

平成２６年１１月１７日（月） 

 

２ 監査の対象 

議会事務局、総務部［総務課（情報公開室）、財政課、税務課、債権管理課、契約

管理課（工事検査室）、情報管理課（ＩＴ推進室）］、会計課及び監査委員事務局（以

下「各課等」という。）に係る財務に関する事務の執行及び事業の管理状況 

 

３ 監査の方法 

 監査は、あらかじめ提出を求めた調書及び関係諸帳簿を照合し、必要に応じ関

係職員の説明を聴取して、財務及び事務事業の執行管理が適正に行われているか

否かについて確認を行った。 

 

４ 監査の結果 

 各課等における予算の執行及び事務処理は、おおむね適正に行われているもの

と認められたが、次の事項については、引続き必要な措置を講じられたい。 

（１）支出負担行為伺及び支出命令票の決裁区分確認について 

各課から会計課へ提出された支出負担行為伺及び支出命令票については、財

務規則による決裁区分になっているかの最終チェックとなるので引続き漏れが

無いか確認と各課への指導をしていただきたい。 

（２）職員の年休取得について 

全国平均４８．８％の年休取得率と比較すると、市職員全体の取得率が低い

ことから健康維持管理ができる環境づくりの確保、また、人事考課において目

標値を定めていることもあるので、年休の取得については管理職及び総務課は

引続き指導をしていただきたい。 

 

５ 各課等の予算執行状況は別表 1～９のとおりである。 

 


